
○
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則

平

成

一

三

・

三

・

三

〇

閣
・
財
・
文
科
・
厚
労
・
農

水
・
経
産
・
国
交
・
環
令
一

改
正

平
成
一
四
・
一
・
一
一
閣
・
財
・
文
科
・
厚
労
・
農
水
・
経
産
・
国
交
・
環
令
一

平
成
一
五
・
一
・
三
一
閣
・
財
・
文
科
・
厚
労
・
農
水
・
経
産
・
国
交
・
環
令
一

平
成
一
六
・
三
・
二
六
閣
・
財
・
文
科
・
厚
労
・
農
水
・
経
産
・
国
交
・
環
令
一

平
成
一
七
・
三
・
二
二
閣
・
財
・
文
科
・
厚
労
・
農
水
・
経
産
・
国
交
・
環
令
一

平
成
二
二
・
四
・
一

財
・
文
科
・
厚
労
・
農
水
・
経
産
・
国
交
・
環
・
防
衛
令
一

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
命
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の

排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
及
び
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改

善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
三
十
八
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
の
算
出
の
方
法
）

第
二
条

法
第
五
条
第
一
項
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
の
算
出
の
方
法

は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
種
指
定
化
学
物

質
の
排
出
量
は
、
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
除
く
。

）
に
あ
っ
て
は
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
量
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
あ
っ
て

は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
総
理
府
令
第

六
十
七
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
換
算
し
た
量
、
特
定
第
一
種
指

定
化
学
物
質
以
外
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
に
あ
っ
て
は
第
一
種
指
定
化
学
物

質
量
に
よ
っ
て
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
の
製
造
、
使
用
そ
の
他
の
取
扱
い
の
過
程
に
お

い
て
変
動
す
る
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
に
基
づ
き
算
出
す
る
方
法

二

当
該
事
業
所
に
お
け
る
排
出
物
（
環
境
に
排
出
さ
れ
る
物
質
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
含
ま
れ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
又

は
濃
度
の
測
定
の
結
果
に
基
づ
き
算
出
す
る
方
法

三

製
造
量
、
使
用
量
そ
の
他
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
の
取
扱
量
に
関
す

る
数
値
と
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
と
の
関
係
を
的
確
に
示
す

と
認
め
ら
れ
る
数
式
を
用
い
て
算
出
す
る
方
法

四

蒸
気
圧
、
溶
解
度
そ
の
他
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
物
理
的
化
学
的
性

状
に
関
す
る
数
値
を
用
い
た
計
算
に
よ
り
当
該
事
業
所
に
お
け
る
排
出
物
に

含
ま
れ
る
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
又
は
濃
度
を
的
確
に
推
計
で
き

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
計
算
に
よ
り
推
計
さ
れ
る
排
出
物

に
含
ま
れ
る
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
又
は
濃
度
に
基
づ
き
算
出
す

る
方
法

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
事
業
所
に
お
い
て
環
境
に
排
出
さ

れ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
を
的
確
に
算
出
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
方

法
（
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
移
動
量
の
算
出
の
方
法
）

第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
移
動
量
の
算
出
の
方
法

は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
種
指
定
化
学
物

質
の
移
動
量
は
、
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
除
く
。

）
に
あ
っ
て
は
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
量
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
あ
っ
て

は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
三
条
に
規
定
す
る
方
法
に

よ
り
換
算
し
た
量
、
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
以
外
の
第
一
種
指
定
化
学
物

質
に
あ
っ
て
は
第
一
種
指
定
化
学
物
質
量
に
よ
っ
て
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
の
製
造
、
使
用
そ
の
他
の
取
扱
い
の
過
程
に
お

い
て
変
動
す
る
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
に
基
づ
き
算
出
す
る
方
法



二

当
該
事
業
所
に
お
い
て
生
ず
る
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
第
一
種
指
定
化
学
物

質
の
量
又
は
濃
度
の
測
定
の
結
果
に
基
づ
き
算
出
す
る
方
法

三

製
造
量
、
使
用
量
そ
の
他
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
の
取
扱
量
に
関
す

る
数
値
と
当
該
事
業
所
に
お
い
て
生
ず
る
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
第
一
種
指
定

化
学
物
質
の
量
と
の
関
係
を
的
確
に
示
す
と
認
め
ら
れ
る
数
式
を
用
い
て
算

出
す
る
方
法

四

溶
解
度
そ
の
他
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
物
理
的
化
学
的
性
状
に
関
す

る
数
値
を
用
い
た
計
算
に
よ
り
当
該
事
業
所
に
お
い
て
生
ず
る
廃
棄
物
に
含

ま
れ
る
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
又
は
濃
度
を
的
確
に
推
計
で
き
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
計
算
に
よ
り
推
計
さ
れ
る
廃
棄
物
に

含
ま
れ
る
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
又
は
濃
度
に
基
づ
き
算
出
す
る

方
法

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
活
動
に
係
る
廃
棄
物
の
処
理
を
当

該
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
こ
と
に
伴
い
当
該
事
業
所
の
外
に
移
動
す
る

第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
を
的
確
に
算
出
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
方
法

（
排
出
量
及
び
移
動
量
の
把
握
）

第
四
条

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
及

び
移
動
量
の
把
握
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

事
業
所
ご
と
に
、
次
に
定
め
る
事
項
を
把
握
す
る
こ
と
。

イ

当
該
事
業
所
に
お
い
て
そ
の
年
度
に
業
と
し
て
取
り
扱
う
第
一
種
指
定

化
学
物
質
（
当
該
年
度
に
業
と
し
て
取
り
扱
う
製
品
（
法
第
二
条
第
五
項

第
一
号
に
規
定
す
る
製
品
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
含
有
さ
れ

る
も
の
を
含
み

、
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
第
一
種
指

定
化
学
物
質
量
が
一
ト
ン
以
上
で
あ
る
も
の
（
ヘ
に
お
い
て
「
把
握
対
象

第
一
種
指
定
化
学
物
質
」
と
い
う
。
）
の
排
出
量
及
び
移
動
量

ロ

当
該
事
業
所
に
お
い
て
そ
の
年
度
に
業
と
し
て
取
り
扱
う
特
定
第
一
種

指
定
化
学
物
質
（
当
該
年
度
に
業
と
し
て
取
り
扱
う
製
品
に
含
有
さ
れ
る

も
の
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
量
が
〇

・
五
ト
ン
以
上
で
あ
る
も
の
（
ヘ
に
お
い
て
「
把
握
対
象
特
定
第
一
種
指

定
化
学
物
質
」
と
い
う
。
）
の
排
出
量
及
び
移
動
量

ハ

鉱
山
保
安
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
（
令
第
三
条

第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
営
む
者
が
有
す
る

も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
鉱
山
保
安
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年

経
済
産
業
省
令
第
九
十
六
号
）
第
十
九
条
第
二
号
及
び
第
二
十
条
第
二
号

の
基
準
の
対
象
と
な
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
当
該
施
設
か
ら
の
排
出

量
ニ

下
水
道
終
末
処
理
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
下

水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
（
同

法
第
二
十
五
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基

づ
く
水
質
検
査
の
対
象
と
な
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
当
該
施
設
か
ら

の
排
出
量

ホ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百

三
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
又
は
同

法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
（
ヘ
に
お
い
て

単
に
「
処
理
施
設
」
と
い
う
。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
（
令
第
三

条
第
二
十
号
又
は
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
営
む
者

が
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係

(1)
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
二
年
総
理
府
令
、
厚
生

省
令
第
一
号
）
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
ハ
（
同
令
第
二
条
第
二
項
第

三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
く
水
質
検
査
の
対
象
と
な
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の

当
該
施
設
か
ら
の
排
出
量

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
当
該
施
設
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置

(2)
法
に
基
づ
く
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
の
維
持
管
理
の
基
準
を
定
め
る
省



令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
、
厚
生
省
令
第
二
号
）
第
一
条
第
三
号
ロ

の
規
定
に
よ
り
水
質
検
査
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

）
か
ら
の
排
出
量

水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
十
四

(3)
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
測
定
の
対
象
と
な
る
第
一
種
指
定
化
学
物

質
の
当
該
施
設
か
ら
の
排
出
量

ヘ

処
理
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
（
当
該
事
業
所
を
有
す
る
事
業

者
が
有
す
る
他
の
事
業
所
（
把
握
対
象
第
一
種
指
定
化
学
物
質
に
該
当
す

る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
が
あ
る
も
の
又
は
把
握
対
象
特
定
第
一
種
指
定

化
学
物
質
に
該
当
す
る
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
が
あ
る
も
の
に
限
る
。

以
下
ヘ
に
お
い
て
「
特
定
そ
の
他
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
生
ず

る
廃
棄
物
を
処
分
す
る
処
理
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係

(1)
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
ハ
（
同
令

第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
水
質
検
査
の
対
象
と
な
る
第
一
種

指
定
化
学
物
質
（
当
該
事
業
所
に
お
い
て
特
定
そ
の
他
事
業
所
に
お
い

て
生
ず
る
廃
棄
物
を
処
分
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
そ
の
他

事
業
所
に
お
い
て
把
握
対
象
第
一
種
指
定
化
学
物
質
又
は
把
握
対
象
特

定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。

に
お
い
て
特

(2)

定
把
握
対
象
第
一
種
指
定
化
学
物
質
と
い
う
。
）
の
当
該
施
設
か
ら
の

排
出
量

水
質
汚
濁
防
止
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
測
定
の
対
象

(2)
と
な
る
特
定
把
握
対
象
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
当
該
施
設
か
ら
の
排

出
量

ト

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
（
チ
に
お
い
て
単
に
「
特
定
施
設

」
と
い
う
。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ

ン
類
の
当
該
施
設
か
ら
の
排
出
量
及
び
移
動
量

チ

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場

の
維
持
管
理
の
基
準
を
定
め
る
省
令
第
一
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規

定
す
る
最
終
処
分
場
（
以
下
チ
に
お
い
て
単
に
「
最
終
処
分
場
」
と
い
う

。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
（
当
該
事
業
所
を
有
す
る
事
業
者
が
有

す
る
事
業
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
特
定
施
設
に
お
い
て
生
ず
る
廃
棄
物
を

処
分
す
る
最
終
処
分
場
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て

は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
当
該
最
終
処
分
場
か
ら
の
排
出
量

二

排
出
量
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
の
排
出
量
を
把
握
す
る
こ

と
。

イ

大
気
へ
の
排
出

ロ

公
共
用
水
域
へ
の
排
出

ハ

当
該
事
業
所
に
お
け
る
土
壌
へ
の
排
出
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

）
ニ

当
該
事
業
所
に
お
け
る
埋
立
処
分

三

移
動
量
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
の
移
動
量
を
把
握
す
る
こ

と
。

イ

下
水
道
へ
の
移
動

ロ

当
該
事
業
所
の
外
へ
の
移
動
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
届
出
の
方
法
等
）

第
五
条

法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
毎
年
度
六
月
三
十
日
ま
で

に
、
様
式
第
一
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

二
以
上
の
業
種
に
属
す
る
事
業
を
行
う
事
業
所
に
係
る
法
第
五
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
主
た
る
事
業
を
所
管
す
る
大
臣

に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
届
出
事
項
）

第
六
条

法
第
五
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。



一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

事
業
所
に
お
い
て
常
時
使
用
さ
れ
る
従
業
員
の
数

四

事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
事
業
が
属
す
る
業
種

五

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
排
出
量
及
び
移
動
量
を
把
握
し
た
第
一

種
指
定
化
学
物
質
の
名
称
並
び
に
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
に
係
る
第
四

条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
区
分
ご
と
の
排
出
量
及
び
移
動
量

（
対
応
化
学
物
質
分
類
名
）

第
七
条

法
第
六
条
第
一
項
の
対
応
化
学
物
質
分
類
名
は
別
表
の
上
欄
に
、
各
分

類
に
属
す
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
は
同
表
の
下
欄
に
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
と

お
り
と
す
る
。

（
対
応
化
学
物
質
分
類
名
へ
の
変
更
等
の
請
求
の
方
法
）

第
八
条

法
第
六
条
第
一
項
の
請
求
は
、
毎
年
度
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
様
式
第

一
の
届
出
書
と
併
せ
て
、
様
式
第
二
に
よ
る
請
求
書
及
び
当
該
請
求
書
別
紙
に

定
め
る
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

法
第
六
条
第
八
項
の
請
求
は
、
毎
年
度
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
様
式
第
三
に

よ
る
請
求
書
及
び
当
該
請
求
書
別
紙
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す

る
書
類
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

二
以
上
の
業
種
に
属
す
る
事
業
を
行
う
事
業
所
に
係
る
法
第
六
条
第
一
項
及

び
第
八
項
の
請
求
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
に
対
し
て
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
道
府
県
知
事
が
説
明
を
求
め
る
方
法
）

第
九
条

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
説
明
を
求
め
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
主
務
大
臣
に
提
出

し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

説
明
を
求
め
る
事
項
に
係
る
事
業
者
名
、
事
業
所
名
及
び
対
応
化
学
物
質

分
類
名

二

主
務
大
臣
に
対
し
て
求
め
る
説
明
の
内
容

三

説
明
を
求
め
る
理
由

（
手
数
料
を
現
金
に
よ
り
納
付
で
き
る
場
合
）

第
十
条

令
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

主
務
大
臣
が
、
そ
の
事
務
所
に
お
い
て
手
数
料
の
納
付
を
現
金
で
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
旨
及
び
当
該
事
務
所
の
所
在
地
を
官
報
で
公
示
し
た
当
該

事
務
所
に
お
い
て
現
金
で
納
付
す
る
場
合(

次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く

) ｡

二

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
次
条
に
お
い
て
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」

と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
開
示
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
開
示
請
求
に

よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
手
数
料
を
納
付
す
る
場
合

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
た
届
出
の
方
法
）

第
十
一
条

法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
で
あ
っ
て
、
情
報
通
信
技
術

利
用
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
し
て
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
主
務
大
臣
が
指
定
す
る
電
子
計
算
機
（
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
お

い
て
「
指
定
電
子
計
算
機
」
と
い
う
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手

可
能
な
排
出
量
等
届
出
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項
を
主
務
大
臣
が
定
め
る
技
術

的
基
準
に
適
合
す
る
電
子
計
算
機
（
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
か
ら
入
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
前
の
届
出
等
）

第
十
二
条

前
条
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
届
出
書
を
都
道
府
県

知
事
に
あ
ら
か
じ
め
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
届
出
を
し
た

者
に
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
又
は

電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
様
式
第
五
に
よ

る
届
出
書
に
そ
の
旨
を
記
入
し
、
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
届
出
を
し
た
者
が
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使

用
を
継
続
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織

の
使
用
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
届
出
等
の
方
法
）

第
十
三
条

令
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
よ
り
届
出
等
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
第
五
条
第
一
項
並
び
に
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
及
び
様
式
第
六
に
よ
る
磁
気
デ
ィ

ス
ク
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

指
定
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
排
出
量
等
届
出
様
式
に

記
録
す
べ
き
事
項

二

法
第
六
条
第
一
項
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者

主
務
大
臣
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
（
次
号
に
お
い
て
「
使
用
電
子
計
算
機
」
と
い
う
。
）
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
対
応
化
学
物
質
分
類
名
変
更
請
求
様

式
に
記
録
す
べ
き
事
項

三

法
第
六
条
第
八
項
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者

使
用
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
対
応
化
学
物
質
分
類
名
維
持
請
求
様

式
に
記
録
す
べ
き
事
項

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
は
、
同
項

第
二
号
又
は
第
三
号
に
よ
り
記
録
し
た
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
情
報

を
同
項
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
し
、
又
は
当
該
事
実
を
証
す
る
書
類
を
主
務

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書
面
）

第
十
四
条

前
条
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

に
限
る
。
）
に
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

提
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

二

事
業
所
の
名
称

三

提
出
年
月
日

附

則

１

こ
の
命
令
は
、
法
附
則
第
一
条
第
三
号
中
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
同
号
中
法

第
五
条
第
二
項
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
命
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お

い
て
は
、
第
四
条
第
一
号
イ
中
「
一
ト
ン
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
ト
ン
」
と
す

る
。

（
平
成
一
四
・
一
・
一
一
閣
・
財
・
文
科
・
厚
労
・
農
水
・
経
産
・
国
交
・
環
令
一
）

附

則

こ
の
命
令
は
、
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改

善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
（
第
五
条
第
一
項

の
規
定
を
除
く
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
一
月
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
一
五
・
一
・
三
一
閣
・
財
・
文
科
・
厚
労
・
農
水
・
経
産
・
国
交
・
環
令
一
）

附

則

こ
の
命
令
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
二
月
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
一
六
・
三
・
二
六
閣
・
財
・
文
科
・
厚
労
・
農
水
・
経
産
・
国
交
・
環
令
一
）

附

則

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。



（
平
成
一
七
・
三
・
二
二
閣
・
財
・
文
科
・
厚
労
・
農
水
・
経
産
・
国
交
・
環
令
一
）

附

則

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
二
二
・
四
・
一
財
・
文
科
・
厚
労
・
農
水
・
経
産
・
国
交
・
環
・
防
衛
令
一
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等

及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ

れ
る
べ
き
届
出
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
化
学
物
質
の

環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

別
表
（
第
七
条
関
係
）

対
応
化
学
物
質
分
類
名

上
欄
の
分
類
に
属
す
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

第
一
分
類
（
無
機
化
合

令
別
表
第
一
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第
三
十
一

物
及
び
有
機
金
属
化
合

号
、
第
三
十
三
号
、
第
四
十
四
号
、
第
七
十
一

物
）

号
、
第
七
十
五
号
、
第
七
十
七
号
、
第
八
十
二

号
、
第
八
十
七
号
、
第
八
十
八
号
、
第
百
三
十

二
号
、
第
百
三
十
七
号
、
第
百
四
十
四
号
、
第

二
百
三
十
四
号
、
第
二
百
三
十
五
号
、
第
二
百

三
十
七
号
、
第
二
百
三
十
九
号
、
第
二
百
四
十

二
号
、
第
二
百
七
十
二
号
、
第
三
百
四
号
、
第

三
百
五
号
、
第
三
百
七
号
か
ら
第
三
百
九
号
ま

で
、
第
三
百
十
八
号
、
第
三
百
二
十
一
号
、
第

三
百
三
十
二
号
、
第
三
百
三
十
三
号
、
第
三
百

七
十
四
号
、
第
三
百
八
十
七
号
、
第
三
百
九
十

四
号
、
第
三
百
九
十
五
号
、
第
四
百
五
号
、
第

四
百
十
二
号
、
第
四
百
五
十
三
号
及
び
第
四
百

五
十
六
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

第
二
分
類
（
鎖
状
炭
化

令
別
表
第
一
第
三
十
六
号
、
第
七
十
二
号
、
第

水
素
化
合
物
及
び
ハ
ロ

九
十
四
号
、
第
百
三
号
か
ら
第
百
七
号
ま
で
、

ゲ
ン
化
鎖
状
炭
化
水
素

第
百
二
十
三
号
、
第
百
二
十
六
号
か
ら
第
百
二

化
合
物
）

十
八
号
ま
で
、
第
百
三
十
一
号
、
第
百
四
十
九

号
、
第
百
五
十
七
号
か
ら
第
百
五
十
九
号
ま
で

、
第
百
六
十
一
号
、
第
百
六
十
三
号
、
第
百
六

十
四
号
、
第
百
七
十
六
号
か
ら
第
百
七
十
九
号

ま
で
、
第
百
八
十
五
号
、
第
百
八
十
六
号
、
第

二
百
九
号
、
第
二
百
十
一
号
、
第
二
百
六
十
二

号
、
第
二
百
六
十
三
号
、
第
二
百
七
十
九
号
か

ら
第
二
百
八
十
一
号
ま
で
、
第
二
百
八
十
四
号

、
第
二
百
八
十
八
号
、
第
二
百
八
十
九
号
、
第

三
百
五
十
一
号
、
第
三
百
八
十
号
か
ら
第
三
百

八
十
二
号
ま
で
、
第
三
百
八
十
四
号
か
ら
第
三

百
八
十
六
号
ま
で
及
び
第
三
百
九
十
二
号
に
掲

げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

第
三
分
類
（
ア
ミ
ン
系

令
別
表
第
一
第
十
号
、
第
十
二
号
、
第
二
十
号

、
ニ
ト
ロ
系
、
ア
ル
コ

、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
八
号
、
第
二
十
九
号

ー
ル
、
エ
ー
テ
ル
、
ア

、
第
三
十
五
号
、
第
四
十
五
号
、
第
五
十
六
号

ル
デ
ヒ
ド
又
は
ケ
ト
ン

か
ら
第
五
十
九
号
ま
で
、
第
六
十
五
号
か
ら
第

の
構
造
を
有
す
る
鎖
状

六
十
八
号
ま
で
、
第
七
十
三
号
、
第
八
十
四
号

炭
化
水
素
化
合
物
）

、
第
八
十
五
号
、
第
百
四
十
五
号
、
第
二
百
十

八
号
、
第
二
百
十
九
号
、
第
二
百
二
十
三
号
、

第
二
百
二
十
四
号
、
第
二
百
二
十
六
号
、
第
二

百
五
十
七
号
、
第
二
百
六
十
九
号
、
第
二
百
七

十
三
号
、
第
二
百
七
十
四
号
、
第
二
百
七
十
六

号
か
ら
第
二
百
七
十
八
号
ま
で
、
第
二
百
八
十



五
号
、
第
二
百
九
十
二
号
、
第
二
百
九
十
五
号

、
第
三
百
十
七
号
、
第
三
百
十
九
号
、
第
三
百

五
十
九
号
、
第
三
百
六
十
六
号
、
第
三
百
七
十

五
号
、
第
三
百
七
十
九
号
、
第
三
百
八
十
九
号

、
第
三
百
九
十
号
、
第
四
百
七
号
、
第
四
百
十

一
号
、
第
四
百
二
十
三
号
及
び
第
四
百
三
十
七

号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

第
四
分
類
（
カ
ル
ボ
ン

令
別
表
第
一
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
、
第
十

酸
系
又
は
そ
の
誘
導
体

三
号
、
第
十
四
号
、
第
十
六
号
、
第
五
十
一
号

の
構
造
を
有
す
る
鎖
状

、
第
六
十
号
、
第
九
十
八
号
、
第
九
十
九
号
、

炭
化
水
素
化
合
物
）

第
百
二
十
二
号
、
第
百
三
十
三
号
か
ら
第
百
三

十
五
号
ま
で
、
第
百
四
十
一
号
、
第
二
百
十
号

、
第
二
百
十
三
号
、
第
二
百
三
十
二
号
、
第
二

百
五
十
六
号
、
第
二
百
六
十
七
号
、
第
二
百
八

十
二
号
、
第
三
百
六
号
、
第
三
百
十
号
、
第
四

百
十
四
号
か
ら
第
四
百
二
十
号
ま
で
、
第
四
百

三
十
四
号
及
び
第
四
百
四
十
三
号
に
掲
げ
る
第

一
種
指
定
化
学
物
質

第
五
分
類
（
そ
の
他
の

令
別
表
第
一
第
四
十
三
号
、
第
六
十
一
号
、
第

鎖
状
炭
化
水
素
化
合
物

六
十
二
号
、
第
百
五
十
二
号
、
第
百
九
十
三
号

）

、
第
百
九
十
七
号
、
第
百
九
十
八
号
、
第
二
百

十
二
号
、
第
二
百
二
十
号
、
第
二
百
二
十
五
号

、
第
二
百
四
十
一
号
、
第
二
百
四
十
五
号
、
第

二
百
五
十
九
号
、
第
二
百
六
十
八
号
、
第
二
百

七
十
五
号
、
第
三
百
十
三
号
、
第
三
百
二
十
八

号
、
第
三
百
二
十
九
号
、
第
三
百
三
十
一
号
、

第
三
百
七
十
八
号
、
第
三
百
九
十
一
号
、
第
三

百
九
十
六
号
、
第
四
百
九
号
、
第
四
百
二
十
四

号
、
第
四
百
三
十
三
号
、
第
四
百
五
十
七
号
か

ら
第
四
百
五
十
九
号
ま
で
及
び
第
四
百
六
十
二

号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

第
六
分
類
（
単
環
炭
化

令
別
表
第
一
第
五
十
三
号
、
第
八
十
号
、
第
八

水
素
化
合
物
及
び
ハ
ロ

十
三
号
、
第
九
十
七
号
、
第
百
九
号
、
第
百
十

ゲ
ン
化
単
環
炭
化
水
素

号
、
第
百
二
十
五
号
、
第
百
六
十
五
号
、
第
百

化
合
物
）

八
十
一
号
、
第
二
百
二
号
、
第
二
百
四
十
号
、

第
二
百
九
十
号
、
第
二
百
九
十
六
号
、
第
二
百

九
十
七
号
、
第
三
百
号
、
第
三
百
九
十
七
号
、

第
三
百
九
十
八
号
、
第
四
百
号
及
び
第
四
百
三

十
六
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

第
七
分
類
（
ア
ミ
ン
系

令
別
表
第
一
第
十
八
号
、
第
四
十
九
号
、
第
八

、
ニ
ト
ロ
系
又
は
ア
ゾ

十
九
号
、
第
九
十
三
号
、
第
百
号
か
ら
第
百
二

系
の
構
造
を
有
す
る
単

号
ま
で
、
第
百
十
一
号
、
第
百
十
二
号
、
第
百

環
炭
化
水
素
化
合
物
）

五
十
六
号
、
第
百
六
十
六
号
、
第
百
六
十
七
号

、
第
百
六
十
九
号
、
第
百
七
十
四
号
、
第
二
百

号
、
第
二
百
三
号
、
第
二
百
五
号
、
第
二
百
十

四
号
か
ら
第
二
百
十
六
号
ま
で
、
第
二
百
三
十

号
、
第
二
百
九
十
三
号
、
第
二
百
九
十
九
号
、

第
三
百
一
号
、
第
三
百
十
二
号
、
第
三
百
十
四

号
か
ら
第
三
百
十
六
号
ま
で
、
第
三
百
二
十
七

号
、
第
三
百
四
十
五
号
、
第
三
百
四
十
八
号
及

び
第
四
百
三
十
二
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化

学
物
質

第
八
分
類
（
ア
ル
コ
ー

令
別
表
第
一
第
十
七
号
、
第
二
十
三
号
、
第
二

ル
、
エ
ー
テ
ル
、
ア
ル

十
四
号
、
第
六
十
四
号
、
第
六
十
九
号
、
第
七

デ
ヒ
ド
又
は
ケ
ト
ン
の

十
四
号
、
第
七
十
八
号
、
第
七
十
九
号
、
第
八

構
造
を
有
す
る
単
環
炭

十
六
号
、
第
百
二
十
号
、
第
百
二
十
一
号
、
第

化
水
素
化
合
物
）

百
二
十
九
号
、
第
百
三
十
号
、
第
百
三
十
六
号

、
第
百
四
十
二
号
、
第
百
四
十
三
号
、
第
百
七



十
五
号
、
第
二
百
一
号
、
第
二
百
四
号
、
第
二

百
七
号
、
第
二
百
八
号
、
第
二
百
四
十
六
号
、

第
二
百
五
十
五
号
、
第
二
百
六
十
四
号
、
第
二

百
八
十
七
号
、
第
二
百
九
十
四
号
、
第
三
百
十

一
号
、
第
三
百
二
十
号
、
第
三
百
二
十
二
号
、

第
三
百
二
十
四
号
、
第
三
百
三
十
号
、
第
三
百

三
十
五
号
、
第
三
百
三
十
六
号
、
第
三
百
四
十

三
号
、
第
三
百
四
十
四
号
、
第
三
百
四
十
九
号

、
第
三
百
六
十
五
号
、
第
三
百
六
十
七
号
、
第

三
百
六
十
八
号
、
第
三
百
七
十
三
号
、
第
三
百

九
十
九
号
、
第
四
百
四
号
、
第
四
百
八
号
、
第

四
百
十
号
、
第
四
百
四
十
号
、
第
四
百
四
十
一

号
及
び
第
四
百
五
十
一
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指

定
化
学
物
質

第
九
分
類
（
カ
ル
ボ
ン

令
別
表
第
一
第
三
十
号
、
第
三
十
四
号
、
第
四

酸
系
、
硫
黄
酸
系
、
窒

十
一
号
、
第
五
十
二
号
、
第
百
八
号
、
第
百
二

素
酸
系
、
炭
酸
系
若
し

十
四
号
、
第
百
三
十
八
号
か
ら
第
百
四
十
号
ま

く
は
シ
ア
ン
酸
系
又
は

で
、
第
百
四
十
七
号
、
第
百
五
十
四
号
、
第
百

こ
れ
ら
の
誘
導
体
の
構

六
十
二
号
、
第
百
八
十
四
号
、
第
百
八
十
八
号

造
を
有
す
る
単
環
炭
化

、
第
二
百
二
十
二
号
、
第
二
百
三
十
六
号
、
第

水
素
化
合
物
及
び
脂
環

二
百
六
十
号
、
第
二
百
六
十
五
号
、
第
二
百
六

式
単
環
炭
化
水
素
化
合

十
六
号
、
第
二
百
七
十
号
、
第
二
百
七
十
一
号

物
）

、
第
二
百
九
十
八
号
、
第
三
百
三
十
四
号
、
第

三
百
三
十
七
号
、
第
三
百
五
十
号
、
第
三
百
五

十
二
号
か
ら
第
三
百
五
十
六
号
ま
で
、
第
三
百

五
十
八
号
、
第
三
百
六
十
一
号
、
第
三
百
六
十

九
号
、
第
三
百
七
十
六
号
、
第
四
百
一
号
、
第

四
百
十
三
号
、
第
四
百
二
十
五
号
、
第
四
百
二

十
八
号
、
第
四
百
四
十
二
号
、
第
四
百
四
十
四

号
、
第
四
百
四
十
五
号
及
び
第
四
百
四
十
九
号

に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

第
十
分
類
（
そ
の
他
の

令
別
表
第
一
第
三
十
九
号
、
第
四
十
七
号
、
第

単
環
炭
化
水
素
化
合
物

四
十
八
号
、
第
百
九
十
二
号
、
第
百
九
十
五
号

）

、
第
二
百
二
十
九
号
、
第
二
百
三
十
三
号
、
第

二
百
四
十
七
号
、
第
二
百
五
十
一
号
か
ら
第
二

百
五
十
四
号
ま
で
、
第
三
百
六
十
二
号
、
第
四

百
六
十
号
及
び
第
四
百
六
十
一
号
に
掲
げ
る
第

一
種
指
定
化
学
物
質

第
十
一
分
類
（
多
環
炭

令
別
表
第
一
第
十
五
号
、
第
十
九
号
、
第
三
十

化
水
素
化
合
物
）

二
号
、
第
三
十
七
号
、
第
三
十
八
号
、
第
四
十

号
、
第
百
十
四
号
、
第
百
六
十
号
、
第
百
八
十

号
、
第
百
九
十
号
、
第
二
百
二
十
八
号
、
第
二

百
三
十
一
号
、
第
二
百
三
十
八
号
、
第
三
百
二

号
、
第
三
百
三
号
、
第
三
百
四
十
号
、
第
三
百

四
十
六
号
、
第
三
百
九
十
三
号
、
第
四
百
三
号

、
第
四
百
六
号
、
第
四
百
二
十
七
号
、
第
四
百

三
十
八
号
及
び
第
四
百
四
十
六
号
か
ら
第
四
百

四
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物

質

第
十
二
分
類
（
三
原
子

令
別
表
第
一
第
二
十
二
号
、
第
四
十
二
号
、
第

環
か
ら
五
原
子
環
ま
で

五
十
四
号
、
第
五
十
五
号
、
第
九
十
二
号
、
第

の
複
素
環
化
合
物
）

九
十
六
号
、
第
百
十
五
号
か
ら
第
百
十
九
号
ま

で
、
第
百
四
十
八
号
、
第
百
五
十
一
号
、
第
百

五
十
三
号
、
第
百
五
十
五
号
、
第
百
六
十
八
号

、
第
百
七
十
号
、
第
百
七
十
一
号
、
第
百
七
十

三
号
、
第
百
八
十
二
号
、
第
百
八
十
三
号
、
第

百
八
十
九
号
、
第
百
九
十
一
号
、
第
百
九
十
四

号
、
第
百
九
十
六
号
、
第
二
百
六
号
、
第
二
百



二
十
一
号
、
第
二
百
五
十
号
、
第
二
百
六
十
一

号
、
第
三
百
三
十
九
号
、
第
三
百
四
十
七
号
、

第
三
百
六
十
号
、
第
三
百
六
十
三
号
、
第
三
百

六
十
四
号
、
第
三
百
七
十
一
号
、
第
三
百
七
十

二
号
、
第
三
百
七
十
七
号
、
第
四
百
二
号
、
第

四
百
二
十
一
号
、
第
四
百
二
十
六
号
及
び
第
四

百
五
十
二
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

第
十
三
分
類
（
そ
の
他

令
別
表
第
一
第
二
十
一
号
、
第
二
十
五
号
、
第

の
複
素
環
化
合
物
）

二
十
七
号
、
第
四
十
六
号
、
第
五
十
号
、
第
六

十
三
号
、
第
七
十
号
、
第
七
十
六
号
、
第
八
十

一
号
、
第
九
十
号
、
第
九
十
一
号
、
第
九
十
五

号
、
第
百
十
三
号
、
第
百
四
十
六
号
、
第
百
五

十
号
、
第
百
七
十
二
号
、
第
百
八
十
七
号
、
第

百
九
十
九
号
、
第
二
百
十
七
号
、
第
二
百
二
十

七
号
、
第
二
百
四
十
三
号
、
第
二
百
四
十
四
号

、
第
二
百
四
十
八
号
、
第
二
百
四
十
九
号
、
第

二
百
五
十
八
号
、
第
二
百
八
十
三
号
、
第
二
百

八
十
六
号
、
第
二
百
九
十
一
号
、
第
三
百
二
十

三
号
、
第
三
百
二
十
五
号
、
第
三
百
二
十
六
号

、
第
三
百
三
十
八
号
、
第
三
百
四
十
一
号
、
第

三
百
四
十
二
号
、
第
三
百
五
十
七
号
、
第
三
百

七
十
号
、
第
三
百
八
十
三
号
、
第
三
百
八
十
八

号
、
第
四
百
二
十
二
号
、
第
四
百
二
十
九
号
か

ら
第
四
百
三
十
一
号
ま
で
、
第
四
百
三
十
五
号

、
第
四
百
三
十
九
号
、
第
四
百
五
十
号
、
第
四

百
五
十
四
号
及
び
第
四
百
五
十
五
号
に
掲
げ
る

第
一
種
指
定
化
学
物
質


